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戦争・死刑と国家。そして国家と人民（12２） 

（Eメールニュース「みやぎの九条」2019年７月 1日号） 

小田中 聰樹     （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人） 

 

（戦争・死刑と国家。そして国家と人民の 122号をお届けいたします。2017年 1月に

生起した諸問題の 4回目です。核問題、原発問題を取り上げます。） 

 

Ⅱ 核禁条約と原発問題 

（１）①２０１７年１月１３日、OPANAL 

(中南米カリブ海地域核兵器禁止機関)は声

明を発表した（1 月 24 日赤旗）。 

 ②その大要は次の通り。 

 ⓐトラテルロルコ条約の加盟国は２０１

６年核兵器禁止条約の交渉開始が国連総会

で承認されるうえで不可欠の勢力となって

きた。 

 なお、トラテルロルコ条約とは、中南米カリブ海地域で

の核兵器の実験・使用・製造・生 

産・取得・貯蔵・配備などを禁止した条約であり、１９６

８年に発効した。同地域の３８ヶ 

国が締結国である。 

 ⓑこの事実は、核禁止の動きが世界のあ

らゆる国や地域の人々に拡がっていること

の証左である。 

 現に、OPANALのソレアス事務局長は、

２０１６年１０月の国連総会で、“トラテ

ルロルコ条約 50周年の催しは単なる祝い

ごとではない。人類の生存にとって最大の

脅威である核兵器を廃絶する共通の努力を

劇的に前進させる年の跳躍台になる”と述

べた。 

（２）①２０１７年１月６日、九州電力川

内原発 1号機（鹿児島県薩摩川内市）は、

3ヶ月の定期検査を終え営業運転に移行し

た（1月 7日河北新報）。 

 ②新規制基準下で定期検査のため一旦停

止した原発が営業運転に移行するのは初め

てである（なお、2号機は定期検査のため

2月後半まで発電を停止）。 

（３）①２０１７年１月９日、東京電力は

建設を事実上凍結している（工事進捗率

９．７パーセント）東通原発 1号機(青森

県)を資産として取り扱い株式配当などに

充当する「事業報酬」として年 22億円を

電気料金に含めていることが、東電への赤

旗取材で判明した（1月 10日赤旗）。 
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 ②ではなぜ工事進捗率が 1割弱なのか。

本体工事が開始されたのは２０１１年１

月。その２ヶ月後に福島第一原発の事故が

発生し、工事はストップした。しかも原子

力規制委調査団から「東電敷地内に活断層

が延びている」との指摘がなされていた。 

しかし、東電は２０１０年の設置許可時

点では活断層はないと認められた、と主張

した。つまり、東京電力は、本体工事の完

成や稼働の見通しもないまま（建設凍結の

まま）東通原発を資産として計上し、その

建設費用などを契約者＝電力消費者の負担

に転嫁したのである。 

（４）①２０１７年１月１８日、原子力規

制委は定例会合で“九州電力玄海原発３・

４号機（佐賀県）が新規制基準を満たして

いる”とする審査書を正式に決定した（1

月 19日河北新報）。 

 この合格は 6例目である。これで九電が

申請した原発は、再稼働した川内原発１・

２号機を含め全てに許可が出た（1月 19

日朝日新聞）。 

 ②原子力規制委が九電の申請した再稼働

を全て認めたことは、規制委が科学者とし

ての矜持（誇り・プライド）を放棄するに

等しい所為である（なお、規制委について

は後述する機会を持ちたい）。 

（５）①２０１７年１月２７日、東芝は、

アメリカで巨額損失を計上する見通しとな

った原発事業につき海外の建設工事から撤

退するなど、大幅に見直す方針を発表し

た。その狙いは同事業で損失が急拡大する

事態の再発を避けることである。（半導体

事業の分社化を 1月 27日に決定）（1月 28

日朝日新聞）。 

 ②半導体事業ではスマートフォンなどに

使われる主力の NAND型フラッシュメモリ

ー事業を分社化し、新会社の株式の一部売

却は「２０％未満が基本」としている。 

 ③アメリカ原発事業での損失額は、２０

１６年１月時点では７０００億円前後の見

通しだといわれる。 

 ④２０１７年１月２７日に記者会見した

東芝社長は、ⓐ原発事業につきエネルギー

事業の中で最注力としたが、これを変えて

いく。ⓑ海外事業は今後のあり方を見直し

ていく。🄫社長直属の事業に変更して管理

を強化する。ⓓコストが見通し難い建設工

事から撤退し、リスクを遮断する。ⓔ２０

３０年度までに海外で原発４５基の受注を

見込む従来計画も基数を含めて見直す方針

である。ⓕ確定損失額は２月１４日公表す

る。ⓖ債務超過を回避できるかについて

は、その回避に向けて資本増強をあらゆる
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手段に取り入れたい。ⓗ資本増強策や原発

事業の見直しの詳細は２月１４日に説明す

る。（以上前掲朝日新聞）。(i)なお２０１７

年３月下旬の臨時株主総会で正式に決める

（１月２８日河北新報）。 

（６）では何故に東芝は巨額の損失を出し

たのか。このことについて述べた山岡淳一

郎「原発ビジネスの罠」（世界２０１７年

４月号）の要旨を紹介する。 

 ①２０１７年２月１４日、東芝社長は、

子会社ウエステｲング・ハウス（WH）が米

国で受注した原発４基の建設コスト見積り

が６１億ドル（約６９００億円）も増える

こと、原子力事業全体の損失が７１２５億

円となったことを発表した。 

②その損失の理由につき、東芝は WH によ

る原発建設会社ストーン＆ウェブスター

（S＆W）の買収が原因だと説明する。 

 ③WH とは、2006 年に東芝が 54 億ドル

（6470 億円）で買収した会社である。 

その WH やストーン＆ウェブスター（S＆

W）とは、19 世紀末に創業され、原発開

発計画（マンハッタン計画）の頃から連繋

して十数基を米国内で建設している。WH

の経営が傾いたのは１９９０年代であり、

そのため事業の切り売りや株の売り逃げを

行った。S＆W は競売にかけられたが、２

０００年に「ショー・グループ」の傘下に

入り込み、生き延びた。そして WH と S＆

W は原発ビジネスに活路を求めた。 

 ④だが米国では新設がストップし、先進

国の原発離れが進む。ブッシュ政権はその

停滞状況に巻き返しを計り、２００５年に

「包括エネルギー政策法案」を下院に提出

した。この法案には新設を促すための政府

支援が盛り込まれていた。２００５年夏に

同法案は成立し、ブッシュ政権は「原子力

ルネッサンス」の到来を喧伝した。 

 ⑤この動きに反応したのが日本の経産省

資源エネルギー庁であり、原発の海外展開

を目論んだ。 

 そして経産省原子力政策課長は、「原子

力立国計画」や「日米原子力エネルギー共

同行動計画」をとりまとめ、原子力産業の

「日米一体化」を推進した。 

 ⑥このような状況の中で、東芝は前述の

ように WH を５４億ドルの巨費を投じてロ

ビイストを雇い英国燃料会社から買収し

た。その買収の要諦は「日米一体化」とい

う名の従属関係である。そしてこの関係こ

そが同時に危機をもたらす原因でもあっ

た。 

 ⑦こうして WH は東芝の子会社になっ

た。しかし原子力ルネッサンスの掛け声も
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むなしく原発の新設は進まず、福島事故が

あり、安全対策の追加工事も暗礁に乗り上

げ、訴訟合戦が始まった。東芝は、２０１

３年１月にショー・グループから WH 株を

１２５０億円で買い取った。翌２月を CB

＆I がショーを 30 億ドルで買い、ショーは

親会社を CB＆I に乗り換えて原発ビジネス

に食らいついた。 

 ⑧東芝が原子力ビジネスを捨てられない

のは、既得権にしがみつく経営陣、再稼働

を進めたい経営者、ロシア・中国の国営企

業に原発市場を奪われたくない米国、各々

の思惑が重なっているからである。しか

し、世界的に原子力ビジネスは、市場の崖

から転落し惨憺たる状況だ。 

 ⑨以上が山岡氏の分析の紹介である（な

お、以上の事態を会計学的立場から分析

し、批判した文献として細野裕二「東芝の

債務超過による存続可能性」世界 2017 年

4 月号がある）。 

（７）ではこの分析から学ぶべきことは、

さし当り６点あると考える。 

① 第一に、原発ビジネスは、軍需産業

（原発開発事業）が活路を求め原発産

業に形態を変えたものであること。 

② 第二に、原発ビジネスは政府の支援が

なければ存立できないこと。 

③ 第三に、経産省の動きは「原子立国」

の政策的考慮に基づくものであるこ

と。 

④ 第四に、「原子立国」の根幹にあるの

は日米一体化の軍事政策であること。 

⑤ 第五に、東芝は日米軍事一体化を推進

する政府の政策の加担者であること。 

⑥ 第六に、にも拘わらず東芝は、買収後

も技術的にも経営的にも親会社の従属

的関係の下に置かれ、WH の経営を掌

握できなかった。これが巨大損失の要

因である。つまり、日米一体化その実

は対米従属的関係こそ、原子力産業に

手を染めた東芝に経営的危機を招いた

最大の元凶である。以上のことを私は

学んだのである。 

⑦ では日本の原発産業の将来が如何なる

ものか。 

① 当分は国策(政策)として推進さ

れ、原発再稼働も跡を絶たないであろ

う。 

② しかし、原子力産業は経営危機に

早晩陥るだろう、東芝のように。 

③ 危機をもたらすのは、原発反対運

動であり、この運動を反映する法的規

制の強化である。 
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④ 私達が目指すべきは、原発なきエ

ネルギー社会、自然エネルギー活用社

会の構築である、と考える。 

 

〈終わりに〉 

以上を以て２０１７年１月分を終える。残した論点もあるが、それは後に取り上げる

こととし、一先ず１月分として終えることにする。（２０１７年９月１６日擱筆） 


